
令和７年３月吉日  

お客様各位 

 一般財団法人 滋賀県建築住宅センター  

     理事長 林口 富雄 

   

建築確認・検査の電子申請における 

確認済証等の電子交付と副本印刷手数料改定のお知らせ 

  

日頃から当センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

令和 7 年 4 月 1 日以降、以下の理由により確認済証等の交付方法及び副本印刷等の手数料の改

定を行います。 

お客様へは確認検査申請手数料の改定と併せ、ご負担をおかけいたしますが、今後ともご満足

頂けるようより一層のサービス向上に職員一同取り組んでまいりますので、変わらぬご高配を賜

りますようお願い申し上げます。 

 

【電子交付とする理由】 

■確認済証等について、押印を不要とする施行規則改正が４月１日から施行され、オンラインに

よる交付が可能となるため、原則電子交付と致します。 

■改正建築基準法及び改正建築物省エネ法の施行に伴い、確認申請に添付する図書が増加するた

め。 

【電子交付の開始時期】 

■令和 7年 4月 1日以降に交付する、電子申請による確認済証等に適用 

【副本印刷手数料に係る変更概要】 

■電子申請による確認済証及び副本の交付を、書面で希望される場合の手数料について 

【現状】電子申請における副本の書面印刷は、以下により実施しています。 

（令和６年度に受付を行った申請は現状の扱いとします。） 

① 副本の書面による交付 ・窓口受取りの場合、無料で交付 

・郵送希望の場合、印刷及び郵送（550円） 

② 書面による消防同意の副本印刷 ・センターで負担 

 

【改定後】 

① 副本の書面による交付 ①②の場合とも印刷枚数により印刷代を受領 

郵送料は無料 ② 書面による消防同意の副本印刷 

③ 確認済証等の書面による交付 印刷代を受領 郵送料は無料 

 

印刷枚数 印刷代 郵送料は無料（税込み） 

一戸建て住宅※ 550円 

上記※以外で 100枚未満 

上記※以外で 100枚以上 200枚未満 1100円 

・印刷は、白黒 A４・A3サイズで構造計算書は印刷対象外とします 

・200枚以上は別途見積とします 

・郵送は、レターパックライトとします 

・確認済証等には中間検査合格証、完了検査済証、仮使用認定通知書等を含みます 


